
   福生市弓道連盟会費に関する内規

第 １ 条 本規 約 第１ １条 (ｲ)の 会費 は以 下 のよ う に定 める 。

(1) 入会金       ０ 円

(2) 会費は、一般会員、オレンジ会員、シルバー会員、特別会員に区分し

以下のとおりとする。

  ① 一般会員    ６００円／月

  ② オレンジ会員  ６０歳以上でかつ会員経験年数１年以上を対象

年度更新時 １０００円・道場利用（連盟貸切時間帯）１００円／回

  ③ シルバー会員  ７５歳以上でかつ会員経験年数５年以上を対象

   年度更新時 １０００円・道場利用（連盟貸切時間帯）無料

  ④ 特別会員    連盟に多大な功労があったものを理事会で推薦し決定

   永世会員として遇する ・道場利用（連盟貸切時間帯）無料

(3) 学 生等 は (2)項 ①の 半額 とす る 。

(4) 月 の中 途で 入 会の とき は、 そ の翌 月より 会 費を 徴収 す る。

(5) (2)項 ① ②③ につ いて は 当該 年度 末 に選 択 （① ／② ／ ③） を可 とす る

２ ． 東 京都 第三 地 区弓 道連 盟登 録 費 等 および ス ポー ツ安 全 保険 料 等 は

任 意 加入 とす る 。

３ ． １項 なら び に２ 項と 併せ て 次年 度会 費 とし 、 原則 年度 末 まで に

会 計 に払 い込 む こと とす る。 な お一 般会 員 につ い ては 半期 払 いを

可 と する 。

第 ２ 条 払い 込 まれ た会 費の 返 還は 行わ な い。

        附    則

    この 内 規は 、平 成９ 年 ４月 １日 か ら施 行 する 。

        附    則

    この 内 規は 、平 成１ ０ 年４ 月１ 日 、一 部 を改 正施 行 する 。

        附    則

    この 内 規は 、平 成１ ２ 年４ 月１ 日 、一 部 を改 正施 行 する 。

        附    則

    この 内 規は 、平 成１ ３ 年４ 月１ 日 、一 部 を改 正施 行 する 。

        附    則

    この 内 規は 、平 成１ ５ 年４ 月１ 日 、一 部 を改 正施 行 する 。

        附    則

    この 内 規は 、平 成２ ５ 年４ 月１ 日 、一 部 を改 正施 行 する 。

        附    則

    この 内 規は 、平 成２ ７ 年４ 月１ 日 、一 部 を改 正施 行 する 。


